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リバース・モーゲージと総合農協
―新たな総合性発揮のために―

〔要　　　旨〕

１　リバース・モーゲージは，フォワード・モーゲージの対極をなす融資方式であり，既に

形成された資産の価値を少しずつ流動化する役割を果たす特性から，これまでは年金を保

管する役割を期待されていた。

２　この役割は現在でも必要であるが，最近開発・提供されているリバース・モーゲージ型

の商品は，提供者も商品内容も多様化している。その背景には，直接金融のウェイトの高

まりや，国内資金フローの変化により，金融機関が中小企業分野とともに個人金融に注力

しなければならない状況に置かれていることがある。

３　間接金融分野である個人金融では，資産形成型のフォワード・ローンである住宅ローン

の伸びは大きくは見込めず，結果として資産担保金融への取組強化が金融機関の関心事と

なっている。

４　リバース・モーゲージは，預貯金や貸出，不動産の仲介・管理機能，保険・保証などの

保障機能などを，利用者の立場にたって柔軟かつ効率的に組み合わせる能力がなければ，

利用者の多様な個別のニーズに応えることが困難な商品である。

５　協同組織として組合員等利用者の人的な結合を基礎とする農協は，その総合事業性を活

用して，最新の資産担保金融としてのリバース・モーゲージを低コストで提供できる立場

にある。経済的裏づけをもった総合性のメリット発揮のため，商品自体が総合性をもつリ

バース・モーゲージへの系統一体となった取組みが求められる。
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このところ再びリバース・モーゲージへ

の取組気運が高まっている。これまでのリ

バース・モーゲージの狙いは，わが国の社

会構造の最大の変化である高齢化問題への

対応にあった。例えば，リバース・モーゲ

ージに年金や福祉制度の補完を期待してい

る場合がそれである。

しかし，最近の動きはこれまでとは異な

る側面をもっているようにみえる。それは

金融機関の本来機能である信用創造機能を

活用する観点から取り組まれているように

思われるからである。そうであるとすれば，

これまで利用者側に偏っていたリバース・

モーゲージに対するニーズが，供給者側で

ある金融機関にも生まれている可能性があ

る。

本稿は，このような問題意識のもと，改

めてリバース・モーゲージの仕組みや機能

を確認するとともに，金融商品としての今

後の可能性，そして農協事業との親和性に

ついて検討することを目的としている。

（１） リバース・モーゲージとは

リバース・モーゲージとは，借入者が所

有する住宅（ストック）に住み続けながら，

その住宅の資産価値を現金（フロー）化し，

借入者の死亡時に担保処分により全額返済

する融資の仕組みである。このような融資

は，わが国では「逆抵当融資」，「持家転換

年金タイプの融資制度」，「持家担保年金」

などと呼ばれる。

リバース・モーゲージはフォワード・モ

―ゲージ（抵当融資）に対する概念であり，

両者の形式的な違いは貸付期間と残高が逆

の関係になることにある。それを概念的に

示したのが第１図である。

ａ　フォワード・モーゲージ

第１図の左半分に示したのがフォワー

ド・モーゲージの概念であり，その典型は

住宅ローンである。住宅ローンは，個人が

土地・建物等の不動産を購入するための資
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金の借入であり，契約時に全額を借り入れ，

それを長期にわたって分割返済してゆく。

このため残高と期間との間には，時間の経

過とともに残高が減少するという関係があ

る。

このことは，時間の経過とともに不動産

についての借入者の持ち分が増加していく

ことを意味している。したがって，利用者

にとっての住宅ローンの役割は，資産形成

をはかるための借入ということであり，そ

れは一種の貯蓄を意味する。

ｂ　リバース・モーゲージ

これに対して図の右半分に示したリバー

ス・モーゲージは，基本的に期間中に返済

されることはなく，借入残高は累増してい

く。借入金が返済されるのは，借入者の死

亡時など契約満了の要件に該当した場合で

ある。

このようにリバース・モーゲージは，時

間の経過とともに借入残高が増加し，契約

満了の時点で全額が返済される。この点が

フォワード・モーゲージとは「逆」になっ

ているため，「リバース」という言葉が使

われている。

借入金残高と利用者の資産価値の関係も

「逆」である。リバース・モーゲージの役

割は，住宅ローンなどにより資産を形成し

た者が，その価値を少しずつ取り崩して流

動化することにある。これにより利用者は

収入を確保することができるため，リバー

ス・モーゲージは年金のような役割を果た

すと考えることができる。

（２） リバース・モーゲージの歴史と

取組状況

ａ　リバース・モーゲージの起源と展開

リバース・モーゲージの起源には諸説あ

る。制度上の起源は，世界大恐慌の影響が

残っているイギリスで開始された低所得高

齢者の生活融資支援制度であるとされる。
（注１）

この目的は現在のリバース・モーゲージと

ほぼ同様であり，住宅という資産を流動化

して老後の生活資金を確保することであっ

た。

しかし，イギリスの制度がそのまま現在

の形に発展したわけではなく，現在の形に

なるまでにはアメリカでの普及を待つ必要

があった。先の大戦で個人の住宅資産に対

する損失がなかったアメリカでは，高齢者

住宅の流動化策が他の国に先駆けた政治課

題であった。その具体策のひとつとして80

年代に連邦政府主導のプログラムが展開さ

れ，その成果を活用して現在のリバース・

モーゲージが商品化された。

アメリカのリバース・モーゲージは，利

用者層によって大きく３つに分けられる。
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ひとつは低所得・低資産層を対象として

政府が主導する「HECM」（Home Equity

Conversion Mortgage Program）である。そ

の対局にあるのが高額資産保有層向けの銀

行を中心とする民間機関の融資商品群であ

る。また，これらの中間に位置するものと

して，先の金融危機で話題を集めた連邦抵

当金庫が提供する「ハウス・キーピング」

という商品がある。このように多様なアメ

リカのリバース・モーゲージのなかで，わ

が国の制度設計の基礎とされたのはHECM

である。
（注１）契約としてのリバース・モーゲージの起源
はフランスの「ピアジュ」と呼ばれる不動産売
買契約にあるとされる。これは，老後の生活の
面倒をみることを条件に不動産を譲渡するもの
であったが，生活費負担を免れるため契約後に
殺人事件などの不祥事が起きるケースがあった
ため，公的な関与が求められたといわれている。

ｂ　わが国における取組み

わが国における最初のリバース・モーゲ

ージは，1981年に東京都の武蔵野市が行っ

た。それ以降，わが国のリバース・モーゲ

ージは地方自治体が中心となった高齢者福

祉施策として実施され，これらは公的プラ

ンと呼ばれる。

公的プランは，融資主体によって２つの

ものがある。ひとつは武蔵野方式と呼ばれ

る地方自治体自身が貸し付けるもので，直

接融資方式ともいわれる。もうひとつが世

田谷方式で，地方自治体の斡旋により民間

金融機関が貸し付けるもので，間接融資方

式あるいは融資斡旋方式といわれる。

つぎに民間プランとしては，不動産信託

方式と不動産担保の年金ローン融資方式と
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があり，主に信託銀行が取り扱ってきた。

その理由は，信託銀行が不動産の管理・運

用，売買の仲介，そして遺言信託の取扱い

などの業務に強みをもっていることがあ

る。

ところが，最近では，信託銀行が新たな

商品を開発・提供しているとともに，取扱

者も金融機関だけではなく，住宅販売会社，

不動産仲介業者などに広がっている。その

ような新しいリバース・モーゲージ型の融

資商品のいくつかは後に紹介するが，この

ような広がりがこのところの大きな変化で

ある。

これらの商品開発・提供者と商品内容の

多様さは，リバース・モーゲージに対する

事業者側の関心が高まっていることを示し

ている。その背景などについては後段で取

り上げるとして，ここではリバース・モー

ゲージに共通する原型ともいうべき枠組み

を説明しておきたい。

（３） リバース・モーゲージの枠組みと

リスク

ａ　利用者

リバース・モーゲージの利用者は，自己

所有住宅に居住し，今後ともその住宅に住

み続けたいと考えている一定の年齢以上の

人々である。これまでに収集した内外の事

例では，「一定の年齢」とは，申し込み時

の年齢が60～62歳以上，また，上限は80歳

とするものが多い。それは公的年金の支給

開始年齢や生活に必要な金額，そして平均

余命等を勘案して決められるが，最終返済



は100歳と想定されている。

リバース・モーゲージは居住している住

宅を担保とするため，その住宅には担保権

が全く設定されていないか，または設定さ

れていても被担保債権の残高がわずかであ

ることが求められる。そのため，第一順位

の抵当権設定が条件とされる商品が多い。

さらに住宅の種類については，一戸建住

宅が対象となることは各商品共通である

が，マンション等は対象外とされることが

多い。これは，担保評価や処分の難易を反

映したものとみられるが，改善すべき点の

ひとつである。

ｂ　条件等

貸付額は，利用者の年齢（それによって

決まる貸付期間），担保物件の評価額，適用

利率などにより算定される。このうち期間

は，借入時の年齢によって異なるものや，

いくつかの選択肢から利用者が決めるとす

る商品が多い。

なお，利用者に配偶者がいる場合には連

帯債務者とすることが多いが，保証人は不

要とする商品が多い。

貸付方法は，年金と同様に毎月あるいは

３ヵ月ごとの分割貸付とするものから，随

時あるいは年１回型まで多様である。貸付

形式は，証書貸付の分割実行と当座貸越

（カードローン）の組み合わせが多く，また，

その都度の貸付額を利用者が決めること

や，中途での一部返済も認められる商品が

多い。この貸付時期，金額や期間中の一部

返済などは商品によってかなり異なってお

り，利用者の状況に応じて利用しやすい工

夫がなされている。

適用利率は，固定金利もあるが，短期プ

ライム・レートなどによる変動性を採用す

る商品が多い。利息については，毎月返済

を求めるものから，期間中は支払いを求め

ず，一定ルールにより元加するものまで多

様である。

なお，最終の返済は契約満了時の一括返

済が基本であるが，その方法は，担保住宅

の処分代金による返済か，債務を承継して

相続人が返済するかのいずれかを，相続人

が選択することができることが多い。

ｃ　リバース・モーゲージのリスク

融資機関にとってリバース・モーゲージ

取扱いのリスクは，①不動産価格の下落，

②金利の上昇，そして③利用者の長生きの

３つが主要なものである。これらは結果と

して担保割れをもたらし，資金回収を困難

にする。

第一の不動産価格の下落は担保融資に共

通するリスクである。不動産価格，特に土

地価格が変動して回収困難になることは，

今回のアメリカの例をあげるまでもないで

あろう。

これを回避するためには，不動産担保融

資で伝統的に使われてきた手法である「担

保掛目」の水準設定のほか，一定期間ごと

の担保再評価，さらには保証や保険による

リスク・ヘッジが必要となる。また，時価

による処分を容易に行うことができる中古

住宅の取引市場の整備も間接的なヘッジ手
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段となる。

第二は金利上昇によって借入額が膨らむ

リスクである。これは期間中に発生する利

息が元本に組み入れられる方式の場合や，

変動金利方式の場合に生じる。

これを回避するため，一定期間ごとに利

息の返済を求めることや預金連動と称して

預金利息と相殺することにより利息負担を

軽減するなどの工夫がなされている。根本

的解決にはある程度のキャップやフロアを

設ける必要があるが，これには保険以外に

有効なヘッジ手段がない。

第三が，契約の想定を超えた利用者の長

生きによって借入額が膨らむリスクであ

る。契約上の最終年齢を超えて利用者が長

生きした場合，融資機関は融資を打ち切る

ことができる。しかし，利用者が100歳の

時点での融資打ち切りによって取扱機関が

社会的な批判を浴びる可能性がある。なぜ

なら，存命中の担保処分は借入者の生活基

盤を奪うからである。

このリスクの回避策としてまず考えられ

るのは保証や保険の活用である。

以上のように，リバース・モーゲージは，

取扱いにさまざまな事業機能が必要となる

ことに加え，そのリスクを管理するために

保証や保険機能を組み合わせる必要があ

る。これらには，債権保全策としての保障

に加え，借入者の生命保険などを含めた広

範な仕組みが必要であり，それらを総合的

に管理してゆく機能やノウハウが取扱機関

に必要となる。

（１） 低下する貯（預）貸率

ａ　変化した資金の流れ

以上のような仕組みやリスク認識にいた

る理由は，不動産を所有する高齢者のニー

ズに対応することを想定していることによ

る。しかし，このところの商品開発熱の高

まりは，単に利用者側の要因だけではなく，

金融機関側にも固有の事情があることをう

かがわせる。それは，金融機関が資産担保

金融に取り組まざるをえない状況にあるこ

とである。

それを示すひとつの動きが，このところ

続いている金融機関の貯（預）貸率の低下

である。貯（預）貸率の推移を長期的にみ

ると，各業態とも低下しているが，そこに

はいくつか特徴がみられる。

第一は，メガバンクと呼ばれ最も規模が

大きい都市銀行の低下幅が最も大きいこと

である。年度末計数でみると，75年度以降

のピークである92年度に115.8％であった

ものが，07年度では71.5％へと44.3ポイン

トも低下している。

第二は，協同組織金融機関の低下幅が都

銀に次いで大きいことである。都銀と同様

に75年度から07年度までの期間でみると，

信金，信組とも20ポイントを超える低下を

みせている。また，都銀は90年度や00年度

に上昇する動きをみせているが，この両者

は一貫して低下傾向を続けている。なお，

農林金融2010・2

ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

7 - 71
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注目される資産担保金融



農協の貯貸率についても傾向は同様であ

る。

第三は，地銀，第二地銀という地域銀行

である普通銀行の預貸率の低下幅が10ポイ

ント内外と，他の業態に比べて小幅な変化

にとどまっていることである。都銀との違

いは取引企業層の違いの反映ともみえ，ま

た，協同組織との違いは，地域市場での競

争の結果，協同組織の基盤に食い込んでい

ることを示唆している。

このような変化が生じた理由の解明には

さらに詳細な検討が必要であるが，ひとつ

の要因として，国内の資金フローの変化と

それによる金融の変化をあげることができ

よう。

わが国の資金フローは，バブル崩壊を機

に大きく変化した。

80年代半ばまでは，家計部門の資金余剰

が長く続き，法人部門と公共部門とが資金

不足であった。この時期の金融の役割を大

まかにとらえれば，家計部門から資金を調

達し，不足部門である法人・公共部門に融

通することであったとされる。この図式は

戦後長期にわたって続いたが，90年代に入

り大きく変化した。それは法人部門が資金

余剰化したことである。

法人部門，特に大企業が全体として資金

余剰化するということは，融通する側の金

融機関にとっては借入需要の減退を意味し

た。むろん，直接金融を利用し難い法人の

借入需要は依然としてあるにしても，大口

需要者である大企業の直接金融化の進展

と，資金余剰主体化による資金フローの変

化は，先に示した都銀の預貸率の大幅な低

下と整合的である。

その結果金融機関は，おしなべて中小企

業や個人への貸出に注力することになり，

その分野での金融機関相互間の競争は激化

している。特に個人金融では，公的金融の

整理もあって，業態を問わず住宅ローン貸

出への傾斜を強めている。

ｂ　貯（預）貸率低下のもうひとつの意味

金融機関の貯（預）貸率の低下は，狭義

の金融機関による信用創造（預金創造）能

力の低下を意味する。金融機関に認められ

た特権であり，経済に不可欠な通貨を作り

出す能力の低下が，金融あるいは広く一般

経済にもたらす影響は，信用創造をどのよ

うに理解するかによって見方が異なる。

信用創造についての多数説の説明は次の

ようである。

「民間銀行はなぜ準備の増加の乗数倍に

等しい預金という支払い手段を生み出せる

のであろうか。それは，銀行が極めて多く

の主体から預金を受け入れているため，預

金の一部分は常に銀行にとどまっている，

という大数の法則が働くからである」（参

考文献１，Ｐ118）。

この立場は，金融活動の前提として預貯

金による資金調達が必要と考える。したが

って，金融機関の業務に関する基本問題で

ある「預金が先か，貸出が先か」への答え

は預金業務が先となり，それがあって初め

て貸出業務が成立すると理解する。

これと異なる学説は次のようである。
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「借り手の口座に預金を貸記するという

形での銀行による企業や家計に対する信用

創造活動をつうじて，決済機能を有する預

金貨幣が創出される（預金に対する貸出し

の先行，受信に対する与信の先行）」（参考文

献２，Ｐ.50）。

この立場は，明記されているとおり，預

金に対して貸出が先行する。つまり貸出と

いう機能を銀行が発揮した瞬間に，貸出額

が貸出金元帳に記帳されると同時に借入者

の預金口座にも記帳される。これが信用創

造の実体であり，それ以降の現金化や預金

通貨での支払決済は，あくまで預金業務と

位置づけられる。端的にいえば，金融機関

は預金がなくても貸し出すことができるの

である。

この２つの立場で貯（預）貸率の低下の

意味の説明は異なる。多数派の考え方では，

貸出より有利な運用を行ったことがその理

由でなければならないが，後者の立場では，

回収への不安やコストなど貸出に固有の金

融機関の内部要因が理由でなければならな

い。
（注２）

とはいえ，政策的にも，金融機関の経営

の観点からも貸出の重要性は高まってお

り，そのための新たな融資分野の開発が求

められている。

（注２）協同組合金融にとっての信用創造に関連す
るもうひとつの基本問題に相互金融の位置づけ
がある。これまでは，集めた貯金を融通するこ
とが相互金融であるとの理解が一般的であった。
しかし先の２つの立場を認めるなら，これまで
とは別の立論を必要とすると考えられる。この
点については稿を改めての検討課題としたい。

（２） 本来分野としてのリバース・

モーゲージ

ａ 位置づけが高まるリバース・モーゲージ

先に指摘したとおり，貯（預）貸率の低

下は，経済をめぐる資金の流れが変化する

中で生じている。資金の流れの変化は金融

の変化であり，その結果として金融構造や

金融機関の役割は変わらざるをえない。そ

の変化を強めたのが金融における直接金融

のウェイトの高まりであり，その結果相対

的にウェイトが低下した間接金融分野で，

業態を越えた競争が激化している。

言い換えれば，大企業での直接金融のウ

ェイトの高まりは，銀行の投資機関化をも

たらすとともに，残された（といっても巨

大な）間接金融市場では金融機関相互間の

競争が激化することになる。この残された

巨大な市場が中小企業金融や個人金融分野

なのである。その意味で，個人金融分野で

最大の商品である住宅ローンでの競争の高

まりはいわば必然であった。

しかし，住宅市場それ自体は，住宅が数

としては既に充足され質を追求する時代に

入っていることが示しているように，成長

分野とは必ずしもいえない。ではあっても，

資産形成型のフォワード・モーゲージであ

る住宅ローンが意義を失うことはなく，そ

の獲得競争は激しいものとなった。

ここに至った段階で注目されているの

が，既に形成された資産を流動化するため

の金融である資産担保金融であり，そのひ

とつがリバース・モーゲージであった。こ

のところの金融機関の注力ぶりは，このよ
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うな流れの中で理解されるべきものであろ

う。

ｂ　金融危機と資産担保金融

今回のアメリカ発の金融危機に関連し

て，資産担保金融に対して懐疑的な見方が

出された。たとえば，アメリカの個人消費

が過剰消費に陥ったのは資産担保金融によ

る借入の増加が主因であるという指摘がそ

れである。

批判されたのはホーム・エクイティ・ロ

ーンである。これはわが国でいう住宅ロー

ンである。ある人がローンを組んで住宅を

購入したとして，その住宅の価格が上昇す

ると担保評価額も上昇する。その結果とし

て借入可能額も増えるため，その余裕枠を

利用して新たに借入することを可能にした

のがこの種のローンである。このローンの

新しさは，これまでの限度方式では余裕枠

が発生しても利用することができなかった

が，極度方式と同様に何度でも利用可能と

した点にある。

金融機関側でも，一定の担保掛目内での

融資であるため，審査も容易という側面が

あった。借入者は新たな借入で消費を増や

し，金融機関は労せずして貸出残高を増加

させ，それにともなって利息収入も増加し

たのである。

しかし，これは不動産価格が上昇するこ

とが前提であった。ひとたび不動産価格が

低下に転じると，資産形成中の個人は給与

などのフロー収入での返済が困難になり，

不動産を手放して返済せざるをえなくな

る。このような形態の資産担保金融への銀

行の傾斜が批判され，同時にリバース・モ

ーゲージにも疑いの目が向けられた。

しかし，ホーム・エクイティ・ローンと

リバース・モーゲージとは，似て非なるも

のである。前者は，資産形成中にたまたま

生じた担保の余裕枠を利用したものである

のに対し，後者は形成済みの資産の流動化

であるからである。この点が評価されたた

めか，両者を同一視する見方は収まってい

るようである。

（１） 多様な利用者ニーズ

リバース・モーゲージに注力せざるをえ

ない金融機関側の事情は既に述べたとおり

であるが，利用者のニーズに即していなけ

れば支持は得られないことはいうまでもな

い。そこで，ここでは現在容易に入手でき

るHP情報を利用して，現在提供されてい

るリバース・モーゲージが想定するニーズ

を紹介する。

ａ　高齢者の住宅建替え・増改築

積水ハウス（株）と（株）りそな銀行は，

提携によるシニア層向けリバース・モーゲ

ージ型の新型ローン制度を導入した。
（注３）

この新型ローンで想定されているのは，

高齢者の住宅建替え・増改築に必要な資金

である。このローンでは「従来型の生活費

を生涯融資し続けるリバース・モーゲージ
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これは，同行の普通預金残高と同額の借入

金までは無利息というものであり，それに

よって利用者の預金集中と利息負担の軽減

を狙っている。なお，それを上回る利息は

毎月支払うことが求められている。
（注４）

もうひとつの商品は，中央三井信託銀行

の「リバースモーゲージ（住宅担保型老後

資金ローン）」である。

同行のHPに掲載された商品説明によれ

ば，次の諸点が特徴とうたわれている。①

年に１回一定金額を融資，②初回融資額の

増額が可能，③80歳以上ならまとまった余

裕金として一括の融資，④一定の枠内でい

つでも融資金の受取りが可能，⑤カードロ

ーンで随時入出金可能，⑥借入期間中は利

息を含めて返済不要，⑦借入金は一括返済，

⑧自宅を手放すことなくゆとり生活，⑨相

続のトラブルを遺言信託でサポート，⑩各

種サービス（遺言書保管，貸金庫，手数料割

引，健康・介護相談，旅行・レストラン予約

など）の特典付き。

これはリバース・モーゲージのフルライ

ン商品である。特に⑨は信託銀行ならでは

のものといえる。また，この商品説明には，

資金の用途についての制限はなく，借入者

が自由に設定できる商品と解される。
（注５）

これらの商品は，高齢者の生活全般にわ

たる必要資金を網羅している。それだけに

その取扱いのためには，金融機関がもてる

機能をフルに発揮するとともに，足りない

機能を提携や委託で補う必要がある。

これを利用者側からみると，リバース・

モーゲージはそれぞれの利用者固有のニー
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のシステムとは異なり，住宅建築資金面で

不安が残る人々に，新たな選択肢を提供す

る」ことが強調されている。

その背景として指摘されているのは，

「平成15年度住宅需要調査（国交省）によ

ると，住宅に不満をもつ世帯は全世帯の４

割以上にのぼり，特に高齢者への配慮に対

する不満が７割近」いのに，「住宅改善希

望者の約半数が資金不足により計画を断念

している」ことである。この提携商品は，

生活費を確保した上で高齢者の住宅の増改

築ニーズに対応することが特徴である。

ただし，借入者の住宅所在地は，首都圏，

中京圏，近畿圏に限定されており，全国展

開はされていない。また，返済方法では利

息の毎月返済が条件とされている。
（注３）SEKISUIHOUSE NEWS RELEASE「り
そな銀行との提携によるシニア層向けリバース
モーゲージ型新型ローン制度の導入について」，
2006年３月

ｂ　多様な高齢者の資金ニーズ

次に紹介するのは，多様な資金ニーズへ

の対応を目指す商品群である。

まず，東京スター銀行が取り扱う「充実

人生」は，「安心を手に入れ，ゆとりを楽

しむ手段として」「色々な目的に，自由に

ご活用いただけるのが魅力」という点が強

調されている。想定されている資金用途は，

生活資金，借入金の返済，万一の場合への

備え，自宅のリフォーム，住替えやケアハ

ウスへの入居，別荘・セカンドハウスの購

入，旅行や海外長期滞在など多岐にわた

る。

この商品の特徴は「預金連動型」にある。



ズに対応できるようなオーダーメードの商

品であり，その大枠は共通であるとしても，

パーツの組み立て方いかんでさまざまな形

態を取りうるのである。この意味でリバー

ス・モーゲージは，これまでにない総合的

な融資商品なのである。
（注４）www.tokyostarbank.co.jp/products/
jyujitsu/about.php，09年12月10日時点

（注５）www.chumitui.co.jp/person-p_03/
p_03_rem.html，09年12月７日時点

（２） 必要な取扱体制

ａ　必要な事業機能

リバース・モーゲージを取り扱うために

必要となる事業機能を改めて整理してみる

と，次の３点に集約することができる。

第一は融資機能である。これは，不動産

の評価や貸付後にもそれを管理することま

でも含む。この機能は金融機関であれば当

然保有する機能であり，農協も同様であ

る。

第二は，最終的に担保不動産の売却によ

って資金が回収されることから求められる

機能としての，不動産事業機能である。こ

れまでの民間プランの担い手が信託銀行で

あったことは，信託機能の活用という側面

もあるが，不動産事業に詳しいという側面

を見逃すことはできない。

第三は，高齢者を対象としているがゆえ

の高齢者向け支援サービス機能である。支

援という言葉は介護という色が付きまとい

がちであるが，ここでいう支援サービスと

は，動産・不動産を問わない高齢者の資産

の管理，保証や保険機能による高齢者が抱

えるリスク軽減のための機能などの総体で

ある。このような機能を単体で担うことが

できる金融機関は少ないため提携戦略が基

本となっている。

ｂ　独自性の発揮

リバース・モーゲージはさまざまな機関

や団体から，その活用についての提言が行

われ，その具体化に向けた取組みが行われ

ている。このような流れに金融機関側の必

要性も加わり，資産担保金融としてのリバ

ース・モーゲージは普及期に入りつつあ

る。

このようななかで，リバース・モーゲー

ジを展開するためには，利用者の個別ニー

ズへの対応を実現するきめ細かなオーダー

メード商品の作り込みと，低コストでのサ

ービス提供の両立が求められる。このこと

は，人的な結合を基礎とする協同組合，特

に総合事業を行う農協がリバース・モーゲ

ージになじみやすいことを示している。

農協が他の金融機関と異なる独自性の第

一は，協同組合性そのものに求めることが

できる。非営利の会員組織であり，地域と

の密着度の高い農協は，組合員や地域住民

により身近な存在であり，信頼も得ている

とみられるからである。

第二に，リバース・モーゲージに必要と

される諸機能を，農協は単独で備えている

ということである。いわば，一か所で全て

が充足できるというワンストップ性を農協

が備えているのであり，この点は，他の機

関とは大きな違いである。また，このワン

ストップ性は，範囲の経済性を裏づけとす
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る低コストでの事業運営が可能であること

をも意味している。

第三は，行政，特に市町村との連携の取

り易さである。評価は別として農協は地方

行政と密接であり，地域における大きな役

割を果たしてきている。事業面でも，地方

公共団体との取引が増加していることに加

え，ホームヘルプ等高齢者福祉についての

公的なサービスを受託する農協も増加して

いる。高齢者福祉は公的な側面が強いとさ

れるだけに，農協はこの分野で一層役割を

果たすことが期待される。

農協の事業運営については，総合事業性

の発揮が必要であるとの指摘が系統内外か

らなされてきた。逆にいえば，そのような

指摘は，総合性を発揮しきれていないとい

う認識に立っており，その原因のひとつと

して縦割りの弊があると指摘されてきた。

しかし，それは，ひとつひとつの事業機

能に磨きをかける取組みが行われてはきた

が，あくまである事業の枠内の取組みであ

って他事業との組み合わせは付随的に行わ

れてきた結果，といえるのではないだろう

か。とすれば，事業の組み合わせ観点もさ

ることながら，ひとつの商品や仕組みの中

に総合事業性が実現できるよう工夫する必

要があろう。この意味からも，農協がリバ

ース・モーゲージに取り組むことが求めら

れていると考える。
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